
 

 

 

 

コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示 

 

 

コーポレートガバナンスに関する基本方針 
 

 

【原則３－１．情報開示の充実】 

上場会社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正

性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、（本コードの各原

則において開示を求めている事項のほか、）以下の事項について開示し、主体的な情報発信

を行うべきである。 

（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な

考え方と基本方針 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

≪コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方≫ 

当社は、社会に信頼される企業であり続けるため、株主の権利を尊重し、経営の公平性・

透明性を確保するとともに、取締役会を中心とした自己規律のもと、株主に対する受託者

責任・説明責任を十分に機能させる。同時に、“将来の夢”（パーパス）の実現に向け、コ

ーポレートガバナンスを経営上の重要課題と位置付け、適確かつ迅速な意思決定・業務執

行体制ならびに適正な監督・監視体制の構築を図るとともに、多様な視点、長期的な視点

に基づいたコーポレートガバナンス体制を構築することを基本姿勢とする。 

また、社会に不可欠な商品・サービスの提供を通じて、株主・顧客・従業員・取引先・

社会に対する価値創造を行うことにより企業価値を向上させる。その実現のために、「人・

街・暮らしの価値共創グループ」として社会のニーズに応じた幅広い事業分野での事業展

開、積極的なイノベーション・新規分野の開拓を進めること≪社会的貢献≫、ならびに上

場企業として中長期的かつ安定的に資本コストを上回る経済的価値を生み出すこと≪株主

価値創造≫、の両面を高い水準で維持・向上させる最良のコーポレートガバナンスを追求

し、その充実に継続的に取り組む。 

                     （コーポレートガバナンスガイドライン第 2 条） 

 

≪コーポレートガバナンスの基本方針≫ 

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するためのより良いコーポレート

ガバナンスを追求するため、当社が具体的に取り組むべきことを明確にし、株主の皆様へ

の説明責任を果たすため、コーポレートガバナンスの基本方針としてコーポレートガバナ

ンスガイドラインを制定し、公表しております。（2015 年 5 月 27 日制定） 
 


